
様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）

提出者　 合同製鐵株式会社

住所

氏名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

①事 業 の 種 類

②事 業 の 規 模

③従　業　員　数

④特別管理産業廃棄
物の一連の処理の工
程

(第１面)

特別管理産業廃棄物処理計画書

　　２０２４年　６月　２６日

　大阪市長　　殿

〒530-0004
大阪市北区堂島浜２丁目２番８号

　　別紙(1、1-1、1-2、2)の通り

代表取締役社長　　　 　内田　裕之

執行役員所長　　　　　　有働　由幸

鋼材(鋼片、線材、各種形鋼）を主に製造

２８５名

事　業　場　の　名　称 合同製鐵株式会社大阪製造所

０６－６４７２－１５３２

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の
減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

鉄鋼業(製鋼・製鋼圧延業）

（日本産業規格　Ａ列４番）

事 業 場 の 所 在 地
〒555-0042
大阪市西淀川区西島１丁目１番２号

計　　画　　期　　間 ２０２４年４月１日～２０２５年３月３１日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項



特別管理産業廃棄物の
種類

排　　 出　　 量 5506 t 1.14 t

特別管理産業廃棄物の
種類

排　　 出　　 量 6000 t 1.2 t

廃酸

予熱装置にて熱回収を行い発生する特別管理産業廃棄物量の発生抑制
を行っている。

廃酸

 （今後実施する予定の取組）
原材料、製造工程等のより詳細な見直しにより、特別管理産業廃棄物の抑
制に取り組む。

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

 （管理体制図）
　産業廃棄物の発生から処分に至る過程において、管理すべき事項とその担当部署を定め、それ
ぞれ相互連絡，指示等を実施する社内組織を整備している。

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

【前年度（２０２３年度）実績】

電炉ダスト（ばいじん）

 （これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

電炉ダスト（ばいじん）

（第2面－1）

①現状

 （分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
発生工程ごとに特別管理産業廃棄物を保管している。(電炉ダスト）

②計画

 （今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

現状維持に加え異物等が混入時は除去する。



①現状

0 t 0 t t t

②計画

0 t 0.05 t t t

廃酸（水銀廃液）

PCB

PCB

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

廃酸（水銀廃液）

（第2面－2）



①現状

t t t t

②計画

t t t t

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

（第2面－3）



特別管理産業廃棄物の
種類

自ら再生利用を行った
特別管理産業廃棄物の

量
t t

特別管理産業廃棄物の
種類

自ら再生利用を行った
特別管理産業廃棄物の

量
t t

特別管理産業廃棄物の
種類

自ら熱回収を行った
特別管理産業廃棄物の

量
t t

自ら中間処理により
減量した特別管理産業

廃棄物の量
t t

特別管理産業廃棄物
の種類

自ら熱回収を行った
特別管理産業廃棄物の

量
t t

自ら中間処理により
減量した特別管理産業

廃棄物の量
t t

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年度（　２０２３年度）実績】

 （これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

 （今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

【前年度（　２０２３年度）実績】

 （これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

（第3面－1）

 （今後実施する予定の取組）



①現状

t t t t

②計画

t t t t

①現状

t t t t

t t t t

②計画

t t t t

t t t t

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

（第3面－2）



①現状

t t t t

②計画

t t t t

①現状

t t t t

t t t t

②計画

t t t t

t t t t

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

（第3面－3）



t t

t t

5506 t 1.14 t

優良認定処理業者
への処理委託量

t t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

5506 t 1.14 t

認定熱回収業者
への処理委託量

t t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
t t

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

【前年度（　２０２３年度）実績】

特別管理産業廃棄物の種類

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った

特別管理産業廃棄物の量

 （これまでに実施した取組）

特別管理産業廃棄物の種類 電炉ダスト（ばいじん）

適正な処理に関する必要な情報の提供を行い、一連の工程における処理施
設・処理方法・処理能力などについて状況を把握する。

廃酸

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う

特別管理産業廃棄物の量

 （今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

（第4面－1）

全 処 理 委 託 量

 （これまでに実施した取組）

①現状

【前年度（　２０２３年度）実績】



①現状

t t t t

②計画

t t t t

①現状

0 t 0 t t t

t t t t

0 t 0 t t t

t t t t

t t t t

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

PCB 廃酸（水銀廃液）

（第4面－2）



①現状

t t t t

②計画

t t t t

①現状

t t t t

t t t t

t t t t

t t t t

t t t t

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

（第4面－3）



6000 t 1.2 t

優良認定処理業者
への処理委託量

t t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

6000 t 1.2 t

認定熱回収業者
への処理委託量

t t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
t t

t

②計画

 （今後実施する予定の取組）
適正な処理に関する必要な情報の提供を行い、一連の工程における処理施
設・処理方法・処理能力などについて状況を把握する。

電炉ダスト（ばいじん） 廃酸

電子情報処理組織の使用
に関する事項

【前年度（　２０２3年度）実績】

特別管理産業廃棄物
排      出      量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

5507

（今後実施する予定の取組等）

（第5面－1）

※事務処理欄

全 処 理 委 託 量

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類



②計画

0 t 0.05 t t t

t t t t

0 t 0.05 t t t

t t t t

t t t t

（第5面－2）

PCB 廃酸（水銀廃液）



②計画

t t t t

t t t t

t t t t

t t t t

t t t t

（第5面－3）



（第６面）

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２  当該年度の６月30日までに提出すること。

３ 当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
こと。

(1) ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)
②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元
請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種
に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3) ④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が
終了　　するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含
む。）を記入すること。

４
　「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄
物の種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行っ
た特別管理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前
年度の実績、目標及び取組を記入すること。

５
「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物
の種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管
理産業廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて
記入すること。

６ 　「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種
類ごとに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の
処理及び清掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理
業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回
収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実
績、目標及び取組を記入すること。

７
 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発
生量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物(令第２条第４項第５号イからハまでに掲げるものをい
う。)を除く。)を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処
理組織の使用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処
理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含
む。）について記入すること。

８
　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別
紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、
特別管理産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとお
り」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれ
の欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。

９ 　※欄は記入しないこと。

備考



（別紙　1）　　　　 〔産業廃棄物発生工程フロー〕 単位：t （　　　　：入力箇所）

Ａ．電炉工程 Ｄ．建屋・設備解体工事

原料（屑鉄） 電炉工程 Ｂ．工程の材料として使用 建屋・設備解体工程

  D-1           D-2               D-3            D-5

乾式集塵機

  廃プラ      汚泥（水銀）       　　 PCB

              業者委託        業者委託        業者委託

Ａ－１ Ａ－２ Ａ－３ Ａ－４ 0.7ｔ          0t （がれき類） （飛散性）

　　鉱さい 0t 0t

　　  業者委託

ア．造粒 イ．破砕設備           D-4  

ばいじん（ダスト） 金属くず（スケール） スラグ（電炉滓） スラグ（電炉滓） スラグ（電炉滓） その他の鉱さい（煉瓦屑） その他の鉱さい（煉瓦屑） その他の鉱さい（煉瓦屑）

業者委託 売却 売却 構内保管 構内利用 構内保管 構内利用 業者委託 （蛍光灯球） （水銀灯球）

5,506 2,073 37896 41613                  1370t1062 705 1,844 942 0.06t 0.0t

酸化滓 還元滓 酸化滓 還元滓

26527 11369 743 319

※環境月報より 循環再使用

Ｂ．圧延工程 Ｃ．水処理設備

ビレット 圧延工程 製品として出荷 Ｂ工程 油水分離 沈澱 ＰＨ調整 ろ過

Ｂ－１ Ｂ－２ Ｂ－３ Ｃ－１ Ｂ－4 Ｎ・Ｐ分析装置

Ｃ－２ 放流

 ウ．脱水設備

金属くず（スケール） 廃油 鉱さい（煉瓦屑） 廃油 汚泥 　廃酸

売却 業者委託 業者委託 業者委託 Ｂ－１ 業者委託 業者委託 廃酸

8,135 26 125 0 （スケール） 148 1.14 （水銀廃液）

業者委託

※購買室よりデーター入手 0

業者委託

廃石綿

業者委託
 0t　　

0t

安定型混合廃棄物

【水銀使用製品】

ttt

t tt t t t t

t t t t t t

t

t t

t



（別紙　1-1　） 産業廃棄物処理工程フロー 単位：t

（ ：入力箇所）

Ａ.電炉工程

Ａ-1 0 0

ばいじん 　　運搬： 金属回収（亜鉛）
（有害） 造粒 　

（ダスト） 　　運搬：

5,506 5,506 5,506

Ａ-2

金属くず 有償売却

（スケール） 2,073

2,073

売却

Ａ-3 37,896

スラグ 破砕 路盤材 　構内利用（路盤材）

80,571 1,062

　構内保管

41,613

Ａ-4 1,844
その他の
鉱さい 再利用（炉修理材）

（煉瓦屑） 破砕

3,492 構内保管

705

494 494 管理型最終処分：

運搬：

448 448 リサイクル処分：

運搬：

Ｂ.圧延工程

Ｂ-1

金属くず 有償売却

（スケール） 8,135 0 ｔ

8,135 0 ｔ

運搬： 混練燃料化：

0.0 0.0

Ｂ-2 26.2 26.2 油水分離：

廃油 運搬：

26

運搬： 油水分離：

0 0

Ｂ-3 125 125 管理型最終処分：

鉱さい 運搬：

（煉瓦屑）

125

（別紙　1-2　） 産業廃棄物処理工程フロー

Ｃ.水処理工程

Ｃ-1 0 0 油水分離：

廃油 運搬：

0

1.14 1.14 中和：

Ｃ-2 運搬：

廃酸

1.14 0.0 0.0 0.0 最終処分：

運搬： 運搬：

Ｂ-4 143 143 管理型最終処分：

汚泥 運搬：

148 運搬： 再生：

5 5

Ｄ.建屋・設備解体工程

Ｄ-1 0.7ｔ 0.7ｔ 破砕、選別、焼却

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 運搬：

0.7ｔ

Ｄ-2 運搬： ばい焼：
汚泥（有害） 運搬：

         0t 0t 0t 0t

Ｄ-3  0t　　  0t　　 焼却：

PCB 運搬：

 0t　　

（蛍光灯球） 0.06t 0.06 0.06 破砕、水銀回収 0.06

運搬：
（水銀灯球） 0.0t 0 0 0

（がれき類） 0t 0 0 埋立
運搬：

（飛散性） 0t 0 0

【水銀使用製品】

管理型最終処分：

Ｄ-5
廃石綿

　業者委託

0

運搬：

Ｄ-4
照明機器

t t

t t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t t

t

t

t

t t

t t

t t

t

t

t

t

t

t t

t

t t

t t

t t

t

t

t t t

t t

t t

t t

t t

t t



（別紙　2　） 産業廃棄物処理工程フロー 単位：t （　　　　：入力箇所）

Ａ．電炉工程 Ｂ．圧延工程

電炉工程 再利用 ビレット 圧延工程

ダスト スケール 電炉滓 その他の鉱さい

（酸化・還元） （煉瓦屑）

乾式集塵機 保管 スケール 廃油 鉱さい

建屋集塵１・２ 脱水 中間処理委託 （煉瓦屑）

粉砕

造粒 有用物 整粒 再生業者委託 産業廃棄物

有用物 処理業者委託

再生業者委託 再生利用

5,506 電炉滓 電炉滓 電炉滓

金属回収再生利用 売却 自社有効利用 保管

路盤材

Ｃ．水処理設備

油水分離 沈澱 建屋・設備解体工程

脱水設備 Ｎ・Ｐ分析装置

廃油 汚泥 　　　　　廃プラ 　　　汚泥  　　ＰＣＢ

　　　　 業者委託 　　　業者委託 　　業者委託

廃酸

スケール

産業廃棄物 産業廃棄物 産業廃棄物      産業廃棄物      産業廃棄物      産業廃棄物

処理業者委託 処理業者委託 処理業者委託     処理業者委託    処理業者委託    処理業者委託

有用物 1.14 0t 0.06

Ｄ．建屋・設備解体工事

照明機器

【水銀使用製品】
業者委託

     産業廃棄物

   処理業者委託

t

t t


